
 

1 

○ 

公
認
会
計
士
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
研
修
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
十
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
研
修
の
免
除
） 

第
二
条 

公
認
会
計
士
は
、
一
事
業
年
度
を
通
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
公
認
会
計
士
と
し
て
の
業
務
を
行
わ
な
い
場
合
、
又
は
行
わ

な
い
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
会
長
（
以
下
「
会

長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
年
度
の
研
修
の
免
除
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

監
査
法
人
又
は
監
査
法
人
が
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
公

認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一
号
）
第
四
条

に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の
団
体
に
常
時
勤

務
す
る
こ
と
。 

［
五
・
六 

略
］ 

［
２
～
６ 

略
］ 

（
研
修
の
免
除
） 

第
二
条 

［
同
上
］ 

    

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

監
査
法
人
又
は
監
査
法
人
が
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
公

認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の
団
体
に
常
時
勤

務
す
る
こ
と
。 

［
五
・
六 

同
上
］ 

［
２
～
６ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 

 


